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職員の服務の宣誓に関する条例 新旧対照表 

 

新 旧 

○職員の服務の宣誓に関する条例 ○職員の服務の宣誓に関する条例 

昭和 35 年４月１日東京都板橋区条例第 16 号 昭和 35 年４月１日東京都板橋区条例第 16 号 

第１条～第３条 略 第１条～第３条 略 

別記様式（第２条関係） 別記様式（第２条関係） 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

一 

（
教
育
公
務
員
以
外
の
職
員
） 

宣 
 

誓 
 

書 

私
は
、
こ
こ
に
、
主
権
が
国
民
に
存
す
る
こ
と
を
認
め
る
日
本
国
憲
法
を 

尊
重
し
、
か
つ
、
擁
護
す
る
こ
と
を
固
く
誓
い
ま
す
。 

私
は
、
地
方
自
治
の
本
旨
を
体
す
る
と
と
も
に
公
務
を
民
主
的
か
つ
能
率 

的
に
運
営
す
べ
き
責
務
を
深
く
自
覚
し
、
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
、
誠
実
か 

つ
公
正
に
職
務
を
執
行
す
る
こ
と
を
固
く
誓
い
ま
す
。 

 

年 
 

月 
 

日 

氏
名 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

二 

（
教
育
公
務
員
） 

宣 
 

誓 
 

書 

私
は
、
こ
こ
に
、
主
権
が
国
民
に
存
す
る
こ
と
を
認
め
る
日
本
国
憲
法
を 

尊
重
し
、
か
つ
、
擁
護
す
る
こ
と
を
固
く
誓
い
ま
す
。 

私
は
、
地
方
自
治
及
び
教
育
の
本
旨
を
体
す
る
と
と
も
に
公
務
を
民
主
的 

か
つ
能
率
的
に
運
営
す
べ
き
責
務
を
深
く
自
覚
し
、
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
、 

誠
実
か
つ
公
正
に
職
務
を
執
行
す
る
こ
と
を
固
く
誓
い
ま
す
。 

 

年 
 

月 
 

日 

氏
名 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

一 

（
教
育
公
務
員
以
外
の
職
員
） 

宣 
 

誓 
 

書 

私
は
、
こ
こ
に
、
主
権
が
国
民
に
存
す
る
こ
と
を
認
め
る
日
本
国
憲
法
を 

尊
重
し
、
か
つ
、
擁
護
す
る
こ
と
を
固
く
誓
い
ま
す
。 

私
は
、
地
方
自
治
の
本
旨
を
体
す
る
と
と
も
に
公
務
を
民
主
的
か
つ
能
率 

的
に
運
営
す
べ
き
責
務
を
深
く
自
覚
し
、
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
、
誠
実
か 

つ
公
正
に
職
務
を
執
行
す
る
こ
と
を
固
く
誓
い
ま
す
。 

 

年 
 

月 
 

日 

氏
名 

 
 
 
 
 
 
 
 

印 

  

二 

（
教
育
公
務
員
） 

宣 
 

誓 
 

書 

私
は
、
こ
こ
に
、
主
権
が
国
民
に
存
す
る
こ
と
を
認
め
る
日
本
国
憲
法
を 

尊
重
し
、
か
つ
、
擁
護
す
る
こ
と
を
固
く
誓
い
ま
す
。 

私
は
、
地
方
自
治
及
び
教
育
の
本
旨
を
体
す
る
と
と
も
に
公
務
を
民
主
的 

か
つ
能
率
的
に
運
営
す
べ
き
責
務
を
深
く
自
覚
し
、
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
、 

誠
実
か
つ
公
正
に
職
務
を
執
行
す
る
こ
と
を
固
く
誓
い
ま
す
。 

 

年 
 

月 
 

日 
氏
名 

 
 
 
 
 
 
 
 

印 


